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新制度の全体像 

 

子ども・子育て支援サービスは、「給付」と「事業」で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育の必要性の認定区分 

 

１号認定  満３歳～５歳で 保育の必要性なし（教育のみ） 

２号認定  満３歳～５歳で 保育の必要性あり（教育＋保育） 

３号認定    ０歳～２歳で 保育の必要性あり（保育のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援給付 

 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 

施設型給付 

 

○小規模保育 

○家庭的保育 

○居宅訪問型保育 

○事業所内保育 

地域型保育給付 

 

 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健診 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

（要支援児童・要保護児童等の 

支援に資する事業） 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童クラブ 

⑫実費徴収に係る補足給付を 

行う事業 

⑬多様な主体の参入促進事業 児童手当 

地域子ども・子育て支援事業 


